
議案第４８号 

   みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年９月１１日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、増設する一般個室の料金を定めるため必要があるからである。 
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   みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部を改正する条例 

 みよし市民病院等の料金等に関する条例（昭和５２年三好町条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

「 

  

  

                                  」 

「 

 

                                             に改める。 

 

                       」 

   附 則 

 この条例は、令和５年１１月５日から施行する。 

１日につき 特別室 １９，８００円 

一般個室 ７，１５０円 

療養型病床個室 ６，９３０円 

  

 別表第１室差額の項中                        を 

 

１日につき 特別室 １９，８００円 

一般個室Ａ ７，１５０円 

一般個室Ｂ ３，８５０円 

療養型病床個室 ６，９３０円 

  

2



みよし市民病院等の料金等に関する条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（料金及び料金以外の使用料） 

第2条 病院を利用するものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額の料金又は料金以外の使用料を納めなければならない。 

(1) 略 

(2) 前号に掲げる場合のほか、病院を利用する場合 料金及び料金以外の使用料の額は、別表第1に定める額 

別表第1（第2条関係） 別表第1（第2条関係） 

料金及び料金以外の使用料 料金及び料金以外の使用料 

区分 金額 

在宅患者訪問又は寝たきり老人訪問車使用料の項 略 

室差額 1日につき 特別室 19,800円 

一般個室Ａ 7,150円 

一般個室Ｂ 3,850円 

療養型病床個室 6,930円 

検案料の項以下 略 
 

区分 金額 

同左 

室差額 1日につき 特別室 19,800円 

一般個室 7,150円 

 

療養型病床個室 6,930円 

同左 
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